
ＪＲ東海労ニュース
経過年数による定昇の減額を撤廃せよ！
夏季手当の大幅ダウンを許さない！

本日、会社から2010年度賃金引き上げ及び夏季手当の回答が
示されました。回答は「ベアゼロ」「夏季手当2.8ヶ月」という
もので、私たちの要求にはほど遠いものでした。
本部では、この回答は職場で汗して働く社員に何ら応えてい

ないと考え、専任社員の基本給の問題など改善されていない問
題と合わせて、「定期昇給について現等級経過年数による減額
は撤廃すること」「2.8ヶ月とする夏季手当の回答を撤回し3.2
ヶ月とすること」を求め、再申し入れを行いました。
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